
■認定歴史的風致維持向上計画の変更箇所一覧

市町村名：広島県尾道市

変更後
ページ

変更前
ページ

変更内容 変更理由

表紙 表紙
変更届出年月を修正 軽微変更の届出による

Ｐ4 Ｐ4

「３　計画の作成体制」
●歴史的風致維持向上計画推進協議会委員の変更（1名）
・荒井貴史氏→　堀江進也氏

委員の変更があったため

Ｐ32 Ｐ32

「３　文化財等の分布状況」
●国・県・市各指定文化財の件数の変更及び登録有形文化財の件数の
変更
・国指定　59件→  59件（増減はあるがプラスマイナスは0）
・県指定　79件→　77件
・市指定　233件→　237件
・指定文化財合計　371件→　 373件
・登録有形文化財　35件→　37件
●表1-2　の遺跡を史跡に変更

Ｐ33 Ｐ33
上記「３　文化財等の分布状況」の変更に伴う図の修正

Ｐ34 Ｐ34
上記「３　文化財等の分布状況」の変更に伴う「①国指定等文化財」の本
文（件数外）の修正

Ｐ35 Ｐ35
上記「３　文化財等の分布状況」の変更に伴う「②広島県指定文化財」の
本文（件数）の修正

Ｐ36 Ｐ36
上記「３　文化財等の分布状況」の変更に伴う「③尾道市指定文化財」の
本文（件数）の修正

Ｐ47 Ｐ47
上記「３　文化財等の分布状況」の変更に伴う図の修正

Ｐ80 Ｐ80
「ウ　旧三井住友銀行尾道支店」の説明文の修正（現在の利用形態を追
記）

現在利用されている状況のある他の施設と同様の表記とする

Ｐ136 Ｐ136
改定された尾道市教育大綱の内容を反映 尾道市教育大綱が改定されたため

Ｐ137 Ｐ137
改定された尾道市教育総合推進計画の内容を反映 尾道市教育教育総合推進計画が改定されたため

Ｐ187 Ｐ187
事業期間平成28～令和9年度→平成28年度～ 常称寺建造物保存修理事業について、本堂の修繕は完了したが、大門

の修繕について具体的計画について未着手のため

Ｐ195 Ｐ195
事業箇所及び事業概要の軽微変更 尾道・向島歴史的風致地区の事業箇所について、令和6年度から「景観

地区」内の建造物等に対象範囲を拡大したため

Ｐ222 Ｐ222
尾道市重要文化財「旧三井住友銀行尾道支店」の説明文の修正（現在
の利用形態を追記）

現在利用されている状況のある他の施設と同様の表記とする

P232 P232

※文化財の追加
・分類「建造物」
・種別「重要文化財」
・名称「旧大浜埼通航潮流信号所施設」
・員数「1棟3基」
・指定年月日「R6.8.15」
・所在地「尾道市因島大浜町」
・所有者「尾道市、国」

P233 P233
※文化財の指定解除「木造釈迦如来坐像」（尾道市瀬戸田町）
所有者変更のため（市外）

※文化財の指定解除「山波変電所（旧広島電気尾道発電所）」
　解体のため
※文化財の所在地の変更　「西山本館」
所在地「尾道市日比崎町」⇒「尾道市十四日元町」
※文化財の追加
・分類「建造物」
・種別「登録有形文化財」
・名称「旧村井醫院診療棟」
・員数「1棟」
・指定年月日「R5.8.7」
・所在地「尾道市御調町」
・所有者「個人」

※文化財の追加
・分類「建造物」
・種別「登録有形文化財」
・名称「旧村井醫院門柱」
・員数「1対」
・指定年月日「R5.8.7」
・所在地「尾道市御調町」
・所有者「個人」

※文化財の追加
・分類「建造物」
・種別「登録有形文化財」
・名称「旧宮地醤油店離れ（林芙美子旧居）」
・員数「1棟」
・指定年月日「R5.8.7」
・所在地「尾道市土堂一丁目」
・所有者「個人」

文化財について、令和7年2月１日現在の数値及び内容に経年修正した
ため
※詳細はP232～243

P235 P235

文化財について、令和7年2月１日現在の数値及び内容に経年修正した
ため

様式１



変更後
ページ

変更前
ページ

変更内容 変更理由

P236 P236
※文化財の指定解除「旧大浜埼通航潮流信号所施設」
　県指定→国指定

P238 P238
※文化財の指定解除「菅のムクノキ」
　枯死したため

P243 P243

※文化財の追加
・分類「彫刻」
・種別「市重要文化財」
・名称「木造地蔵菩薩坐像」
・員数「１躯」
・指定年月日「R6.4.26」
・所在地「尾道市瀬戸田町」
・所有者「宗教法人」

P243 P243

※文化財の追加
・分類「彫刻」
・種別「市重要文化財」
・名称「木造十一面観音菩薩坐像」
・員数「１躯」
・指定年月日「R6.4.26」
・所在地「尾道市瀬戸田町」
・所有者「宗教法人」

P244 P244

※文化財の追加
・分類「彫刻」
・種別「市重要文化財」
・名称「阿弥陀如来立像及両脇侍立像」
・員数「１躯」
・指定年月日「R6.4.26」
・所在地「尾道市瀬戸田町」
・所有者「宗教法人」

P245 P245

※文化財の追加
・分類「無形民俗文化財」
・種別「市重要文化財」
・名称「尾道祇園祭の三体廻し」
・指定年月日「R6.4.26」
・所在地「尾道市西久保町」
・所有者「尾道三体みこし保存会」

文化財について、令和7年2月１日現在の数値及び内容に経年修正した
ため


